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感染症発生動向調査
（National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases：NESID）

• 法に基づく調査
– 1999（平成11）年4月に「感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律」（以下、感染症法）が施行さ
れたことに伴い、同法に基づく施策として位置づけられた。

– 調査自体は1981（昭和56）年から開始。

• 目的
– 感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の迅
速な提供・公開により、感染症に対する対策を図り、発生
及びまん延を防止する。
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実施体制

• 一類～五類感染症（85疾患）等の全数報告対象の患者等を診断
した全ての医師

• 定点医療機関において、定点報告対象の患者を診断した医師

医療機関

保健所

都道府県

厚生労働省
国立感染症研究所（感染症疫学センター）

届出・報告

情報の確認・追加収集・解析・還元

国民・

医療関係者
など
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報告対象の薬剤耐性菌

• 全数報告（４疾患）

– バンコマイシン耐性腸球菌感染症 VRE （1999年4月）*
– バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 VRSA （2003年4月）
– カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 CRE （2014年9月）
– 薬剤耐性アシネトバクター感染症MDRA （2014年9月§）

• 定点報告（3疾患）
– ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 PRSP （1999年4月）
– メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症MRSA （1999年4月）
– 薬剤耐性緑膿菌感染症MDRP （1999年4月）

* かっこ内は報告対象となった時期
§ 2011年4月から定点報告対象疾患となり、2014年9月から全数報告対象疾患へ変更
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届出基準

右の表を満たす菌を検出

通常無菌的であるべき
検体からの検出

はい
いいえ

届出

感染症の起因
菌である

はい
いいえ

届出対象外
（保菌者）

報告対象 届出の基準

バンコマイシン耐性腸球
菌感染症 （VRE）

腸球菌が分離同定され、バンコマイシンのＭＩＣ値が１６μg／ml以上

バンコマイシン耐性黄色ブ
ドウ球菌感染症 （VRSA）

黄色ブドウ球菌が分離同定され、バンコマイシンのＭＩＣ値が１６μg／ml以上

カルバペネム耐性腸内細
菌科細菌感染症（CRE）

腸内細菌科細菌が分離同定され、ア、イのいずれかを満たす

ア メロペネムのＭＩＣ値が２μg/ml以上であること、又はメロペネムの感受性ディス
ク(ＫＢ)の阻止円の直径が２２㎜以下であること

イ 次のいずれにも該当することの確認
（ア）イミペネムのＭＩＣ値が２μg/ml以上であること、又はイミペネムの感受性ディ
スク(ＫＢ)の阻止円の直径が２２㎜以下であること
（イ）セフメタゾールのＭＩＣ値が６４μg/ml以上であること、又はセフメタゾールの感
受性ディスク(ＫＢ)の阻止円の直径が１２㎜以下であること

薬剤耐性アシネトバクター
感染症（MDRA）

アシネトバクター属菌が分離同定され、以下の３つの条件を全て満たした場合

ア イミペネムのＭＩＣ値が１６μg/ml以上又は、イミペネムの感受性ディスク(ＫＢ)
の阻止円の直径が１３㎜以下
イ アミカシンのＭＩＣ値が３２μg/ml以上又は、アミカシンの感受性ディスク(ＫＢ)の
阻止円の直径が１４㎜以下
ウ シプロフロキサシンのＭＩＣ値が４μg/ml以上又は、シプロフロキサシンの感受
性ディスク(ＫＢ)の阻止円の直径が１５㎜以下

ペニシリン耐性肺炎球菌
感染症（PRSP）

肺炎球菌が分離同定され、ペニシリンのＭＩＣ値が0.125μg/ml以上又は、オキサシ
リンの感受性ディスク(ＫＢ)の阻止円の直径が19㎜以下

メチシリン耐性黄色ブドウ
球菌感染症患者（MRSA）

黄色ブドウ球菌が分離同定され、オキサシリンのＭＩＣ値が4μg/ml以上、又はオキ
サシリンの感受性ディスク(ＫＢ)の阻止円の直径が10㎜以下

薬剤耐性緑膿菌感染症
（MDRP)

緑膿菌が分離同定され、以下の３つの条件を全て満たした場合

ア イミペネムのＭＩＣ値が16μg/ml以上又は、イミペネムの感受性ディスク(ＫＢ)の
阻止円の直径が13㎜以下
イ アミカシンのＭＩＣ値が32μg/ml以上又は、アミカシンの感受性ディスク(ＫＢ)の
阻止円の直径が14㎜以下
ウ シプロフロキサシンのＭＩＣ値が4μg/ml以上又は、シプロフロキサシンの感受
性ディスク(ＫＢ)の阻止円の直径が15㎜以下
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結果の解析・還元

全数報告
対象疾患

定点報告
対象疾患
（月報）
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